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第５章　計画の総合的な推進

　男女の性別にとらわれず、一人ひとりの価値観に基づいた多様な生き方が尊重され、それぞれの能

力や個性をあらゆる分野で十分発揮できる社会の実現

　県民の役割
　県民一人ひとりが、男女共同参画社会の意義を正しく理解し、その実現に向け、職場、学校、地
域、家庭などあらゆる場を通して、主体的、積極的に取り組むことが求められています。
　性別による差別的な扱いをやめたり、固定的な性別役割分担意識に基づく制度・慣行を改善す
るなど、身近なところから男女共同参画社会づくりに取り組むよう努めましょう。

　ボランティア・NPOの役割
　男女共同参画社会を実現するためには、さまざまな分野で活躍している、ボランティアやNPO
の果たす役割が重要です。
　男女共同参画の視点を持って自主的な取組を行い、男女共同参画社会づくりに取り組むよう努
めましょう。

　市町村との連携
　男女共同参画社会を実現するためには、住民にとって最も身近な自治体である市町村の果たす
役割は重要です。また、活力あふれる地域社会は、男女共同参画なくしてありえません。
　このため、市町村との連携を図るとともに、市町村の男女共同参画計画の策定やDV対策など
を積極的に支援し、地域に根差した取組を促進します。

　事業者・企業の役割
　誰もがその個性と能力を十分に発揮して、いきいきと働くことができる男女共同参画社会を実
現するためには、事業者・企業の果たす役割が重要です。
　仕事と生活の調和の実現や、多様な視点を持つ人材の活用などにより、男女が共に参画できる
環境を整備することは、それぞれの事業者・企業はもちろん、日本の社会・経済の活性化につな
がります。積極的に男女共同参画社会づくりに取り組むよう努めましょう。

　県の役割
　「男女が共に輝くおかやまづくりの推進」を生き活きプランの「生きがい・元気づくり支援プ
ログラム」における推進施策の一つと位置づけ、全庁的な推進体制により第４次おかやまウィズ
プランを着実に推進し、適切な進行管理を行います。
　各種施策の実施にあたっては、男女共同参画を推進するための総合拠点施設である男女共同参
画推進センター（ウィズセンター）を中心に、県民、ボランティア・NPO、事業者・企業や教育
機関などさまざまな主体と協働して、総合的かつ効果的に推進します。
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